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会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ 

 

当社は、2025年11月21日開催の取締役会において、2026年１月５日を効力発生日（予定）として、当社

の家庭用飲料水事業の一部を新設分割（以下、「本新設分割」）により、新たに設立する株式会社クリク

ラ愛媛（以下、「新設会社」）に承継させることを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

なお、本新設分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。 

 

記 

 

１．本新設分割の目的 

家庭用飲料水事業として行っている宅配水事業『クリクラ』（以下、「本事業」）に関して、本新

設分割によって、より機動的かつ柔軟な事業戦略の遂行・推進を目的に行うものです。 

 

２．本新設分割の要旨 

(1) 本新設分割の日程 

　　新設分割計画承認取締役会決議日：2025年11月21日 

　　会社分割予定日（効力発生日）：2026年１月５日（予定） 

※　本新設分割は、会社法第805条に規定する簡易新設分割であるため、株主総会の承認を得るこ

となく行うものです 。 

(2) 本新設分割の方式 

当社を分割会社とし、本新設分割により設立される新設会社を承継会社とする簡易分割であり、新

設会社は当社の100％子会社となる予定です。 

(3) 本新設分割に係る割当ての内容 

新設会社は、本新設分割に際して普通株式1,000株を発行し、その全てを当社に割当交付いたしま

す。 
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(4) 本新設分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に係る取扱い 

該当事項はありません。 

(5) 本新設分割により増減する資本金 

本新設分割による当社の資本金の増減はありません。 

(6) 新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、本事業に関する資産、債務、契約その他の権利義務のうち本件新設分割計画において

定めるものを当社から承継します。 

(7) 債務履行の見込み 

本新設分割の効力発生日後において、新設会社が負担すべき債務についてその履行の見込みに問題

はないものと判断しております。 

 

３．本新設分割の当事会社の概要 

 分割会社 

(2025年11月21日時点) 

新設会社 

(2026年１月５日予定) 

名称 株式会社ダイキアクシス 株式会社クリクラ愛媛 

所在地 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 愛媛県松山市山田町乙２２５−９ 

代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長　 大亀 裕貴 代表取締役 　長尾 繁利 

事業内容 環境機器関連事業、住宅機器関連事業、再

生可能エネルギー関連事業、その他の事業 

宅配水事業 

設立年月日 2005年７月12日 2026年１月５日 

発行済株式数 13,672,100株 1,000株 

決算期 12月31日 ３月31日 

大株主及び 

持株比率 

株式会社YOUプラニング　　   　31.2％ 

株式会社伊予銀行 　　　　　  　4.5％ 

株式会社愛媛銀行 　　　　　  　4.5％ 

大善 彰総 　　　　　　　　   　3.1％ 

大善 磨世子 　　　　　　　   　3.1％ 

株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 　

　　　　　　　   　　　　　　3.0％ 

ダイキアクシス従業員持株会     2.4％ 

三甲株式会社　　　　　　　　　 1.0％ 

日本生命保険相互会社           0.9％ 

大亀 裕　　　　　　　　　　　　0.9％ 

株式会社ダイキアクシス 　　 100％ 

※　分割会社の大株主及び持株比率は2025年６月末時点、持株比率は自己株式を控除して算出 
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４．分割会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績（2024年12月期 連結） 

純資産 9,457百万円 

総資産 36,849百万円 

１株当たり純資産 714.05円 

売上高 46,818百万円 

営業利益 525百万円 

経常利益 1,141百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 352百万円 

１株当たり当期純利益 26.48円 

 

５．分割する事業部門の概要 

(1) 分割する事業の内容 

宅配水事業 

(2) 分割する事業の経営成績 

売上高377百万円（2024年12月期） 

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（2025年9月末日時点） 

流動資産 5百万円 流動負債 4百万円 

固定資産 －百万円 固定負債 －百万円 

資産合計 5百万円 負債合計 4百万円 

※　実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本新設分割の効力発生日までの増減を加除したう

えで確定いたします。 

 

６．本新設分割後の状況 

本新設分割後の当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変

更はありません。 

 

７．今後の見通し 

本新設分割が当社の業績に与える影響はありません。 

　以  上 

 

■本件に関するお問い合わせ 

株式会社ダイキアクシス　経営企画部 

Email：ir@daiki-axis.com 
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